










窓口受付時間 が変わります窓口受付時間 が変わります窓口受付時間 が変わります！

令和8 年6月1日 ～月

袖ケ浦市役所から大切なお知らせ

対 象

※保育所、消防署など上記以外は変更ありません。
交流センター、図書館、郷土博物館の開館時間、施設利用時間に変更はありません。

●市役所本庁（全部署）●クリーンセンター（廃棄物対策課）

●終末処理場（下水道課）●農業センター

●交流センター（全５施設）●図書館（全３施設）●郷土博物館

●消防本部（※消防署は含みません）

袖ケ浦市

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

9 00時 分から

16 30時 分まで

裏面へ



なぜ窓口受付時間を変更するのですか？

業務改善等を検討する時間を計画的に確保し、限られた時間を効率的かつ有効に

活用することで、行政サービスの向上を図るとともに、

職員が働きやすい環境づくりを進めることを目的に実施します。

Q

A

受付時間内に手続きすることが難しい場合はどうしたらよいですか？

住民票の写しや印鑑登録証明書などについてはマイナンバーカードを利用することで、

コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で発行が可能です。

市役所や交流センターの窓口にお越しいただくことなく、

窓口で申請するよりも100円安く取得できますので、ぜひご利用ください。

また、手続きによっては、自宅のパソコンやスマートフォンなどから、

オンラインで申請や届出を行うことができますので、ぜひご利用ください。

Q

A

電話の受付時間も変わりますか？

電話受付の時間はこれまでと変更ありません。

Q

A

コンビニ交付について 電子申請について

交流センターや図書館も利用できるのは１６時３０分まででしょうか？

交流センターや図書館の業務のうち、住民票の写しの交付申請などの行政手続や

レファレンス業務（図書館での調べもの相談）については１６時３０分までとなりますが、

施設の利用、本の貸出・返却等は今までと同じ時間で利用できます。

Q

A



袖 消 予 第 ４ ２ ２ ３ 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ２ 日 

 

市民の皆様 

 

袖ケ浦市長 粕 谷  智 浩 

                              （公印省略） 

 

住宅用火災警報器設置状況調査の実施について（通知） 

時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

また、日頃から市消防行政に多大なる御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、平成２０年６月１日から市火災予防条例により全ての住宅に「住宅用火災警報

器」の設置が義務化されました。この警報器は、火災の発生を警報音などによりいち早

く周囲に知らせることができますが、いまだ全ての住宅に設置されてはおりません。 

つきましては、住宅用火災警報器設置状況の把握及び設置促進のため、下記のとおり

消防職員による訪問調査を実施しますので、御協力お願いします。 

記 

１ 実施日時  令和８年５月１０日（日） ９時から１２時 

２ 対  象  市内全世帯から無作為に抽出した約１００世帯 

        （※調査当日は、在宅してお待ちいただく必要はありません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 覧 

住宅用火災警報器（機種により形状が異なります。） 

問合せ 

袖ケ浦市消防本部予防課調査指導班 

〒299-0261 袖ケ浦市福王台 4－10－7 

電話 0438－63－6199（平日） 

0438－64－0119（土日祝日） 

FAX 0438－62－9729 

 



【設置場所】 

  ○ 寝室 

○ ２階以上に寝室がある場合は、階段上の天井 

※台所や居間などには設置義務はありませんが、取付けをおすすめします。 

        

 

 

 

 

 

 

 

【点検及び清掃】 

｢いざ｣というときに住宅用火災警報器が正常に動作するよう、日頃から点検

や清掃をしておきましょう。 

◎点検方法（機種により点検方法が異なります。） 

 

 

 

 

 

 

 

月に１回は作動点検をしましょう! 

また、次のときも必ず作動点検をしてください。 

□ 初めて設置したとき  □ 設置場所を変えたとき  

□ 清掃をしたとき    □ 長い間留守にしたとき 

□ 故障や電池切れの疑いがあるとき 

◎清掃方法 

住宅用火災警報器に埃やクモの巣がつくと、火災の煙を感知しにくくなります。定

期的に乾いた布で汚れを拭き取りましょう。 

 

【悪質な訪問販売には十分ご注意を！】 

消防職員を装って販売などを行う悪質業者にご注意ください。消防署が住宅用火災

警報器や消火器を販売することはありません。 

  

引きひもを引く 

またはボタンを押す 
鳴ればＯＫ！ 
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